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第５期上三川町財政適正化計画  

令和６年度～令和８年度  

令和５年１０月１３日策定  

 

 本町では、国内外の経済情勢や大規模震災の影響を受け、町税収入が落ち込むな

ど財政運営の厳しさが顕在化してきたことから、平成２３年７月に、２４年度から

２６年度を計画期間とする（第１期）財政適正化計画を策定し、財政の健全化に取

り組むこととしました。その後も、３か年ごとを計画期間とする『財政適正化計画

（第２期～第４期）』を策定し、財政指標の目標値維持等、財政の安定性を図ってき

ました。  

 今般、新型コロナウイルス感染症による世界的な経済危機の影響を受けた物価高

騰など、今後も本町の財政運営は厳しさが見込まれることから、将来を見据えた持

続可能な財政構造の構築のため、『第５期上三川町財政適正化計画』を策定します。  

 

１  計画の基本事項  

（１）  計画の目的  

この計画は、令和４年度決算及び令和５年度決算見込みを基礎として、今後

の財政状況を推計し、令和６年度以降の予算編成及び堅実な財政運営を継続し

ていく指針とします。  

（２）  計画の期間  

令和６年度から令和８年度までの３年間とします。  

（３）  対象とする会計  

一般会計を対象とします。  
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２  上三川町の現状と課題  

（１）  増加する義務的な経費  

近年、幼児教育・保育の無償化などの子育て世帯支援の費用及び高齢者人口

の増加に伴う介護や後期高齢者医療費、さらに障がい福祉サービス制度の拡充

や診療報酬の改定などにより、社会保障関係経費の増加傾向が続いています。  

また、本町は、ごみ処理や消防業務等を近隣市町とともに行う共同事業（負

担金支出）としており、その分、人件費は同規模団体より低い傾向にあります。

しかし、共同事業における運営費のほか、施設の更新や再整備については、本町

の考えだけで縮減や先延ばし等ができないものであり、また複数の連携先があ

ることから、一時的な費用支出（負担金の増）が同時期に重なると、本町独自の

予算編成に大きく影響が及ぶことになります。  

 共同事務事業における負担金の推移      (単位：千円 )  

負担先（業務内容） H30 R1 R2 R3 R4 R5 

石橋地区消防組合  

（消防）  441,613 457,614 474,084 497,927 503,905 501,706 

芳賀地区広域行政  

事務組合（斎場）  4,517 5,610 10,086 7,970 5,174 13,455 

小山広域保健衛生組合  

（救急医療、し尿処理） 69,508 64,950 65,528 68,975 72,306 80,971 

宇都宮市  

（ごみ処理）  277,369 156,200 148,932 116,974 167,305 359,828 

 

（２）  公共施設等の長寿命化及び再整備  

本町では、昭和４０年代後半から５０年代に大量に整備された公共施設等の

老朽化が進行しており、近年では、上三川小学校体育館や町体育センターの再

整備を行いました。また、現在は、本庁舎の大規模改修とあわせて、子育て支援

センターと中央公民館の複合化施設の新設を進めているところです。  

人口減少や少子高齢化といった社会情勢の変化にともない、公共サービスに

対するニーズも変化していくことから、公共施設の今後のあり方もふまえ、適

正な量（規模）と質（機能）での維持管理経費について、経営的視点から取り組

んでいく必要があります。   
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３  財政状況と課題  

(1) 歳入  

 ア  町税  

本町の特性として、町内の大企業の経営状況等によって、町税収入が大きく

変動します。近年では、平成３０年度と令和元年度で法人町民税が、令和４年

度で償却資産分の固定資産税が、例年より増収となっています。  

また、新型コロナウイルス感染症による経済への影響はリーマンショック以

上とも言われておりましたが、本町の個人町民税については、コロナ禍前と比

較しても、大きな変動は見られませんでした。  

今後、上三川インター南産業団地整備等による固定資産税等の増収を見込ん

でいますが、一方で、人口減少等による町民税等の減収が懸念されます。  

    

   

1,633,599 1,766,586 1,781,139 1,791,867 1,743,153 1,787,243 

415,086 
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町税収入推移

個人町民税 法人町民税 固定資産税 軽自動車税 町たばこ税 都市計画税

6,004,379 5,813,399 5,787,289

6,377,6006,290,792

5,720,893

(千円)
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イ  町税以外  

前（Ｎ）年度の町税収入の多寡により、当（Ｎ＋１）年度の地方交付税収入            

も変動します（平成３０年度は普通交付税の不交付団体です）。町税収入が少な

いときは、財政調整基金等を取り崩したり（繰入金）、地方債を借り入れたりす

ることで財源不足を補うことになります。  

令和元年度以降は財源不足のため、いわゆる赤字地方債となる臨時財政対策

債を４．７億円（元年度）、２．１億円（２年度）、７．０億円（３年度）と借り

入れており、その他、体育センターや道路改良工事等の建設地方債分も合わせ

て、地方債収入が大きな割合となっています。今後も臨時財政対策債のほか、公

共施設の長寿命化等事業に伴う建設地方債のため、地方債借入額は増加してい

く見込みにあります。  

また、令和２年度は国の給付金事業（１０万円／人）により、令和３年度は新

型コロナ対策事業費等により、国県支出金収入が突出した決算となっています。 

  

588,111 901,852 879,411 1,115,259 1,235,669 1,172,789
597,335 125,088 383,619 184,700 

523,216 440,818

1,936,634 
1,913,296 

2,225,177 
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3,391,425
2,940,874
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(千円)
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(2) 歳出  

  平成３０年度までは１００億円程度の決算額となっていましたが、令和元年

度以降、産業団地整備、体育センター改修等の投資的事業や、コロナ対策とし

てのワクチン接種事業のほか、国からの各種給付金事業などにより、近年は、

一時的とはいえ、決算総額が大きく膨れた結果となっています。  

また、その歳出構造においては、扶助費が社会保障制度の改正などによって

毎年増加し続け、令和３年度決算額は平成２５年度の２倍程に膨れています。

今後も、高齢者や子育て世帯への支援、障がい福祉サービスの拡充等、国の制

度にもよって増加傾向が見込まれます。  

  普通建設事業費及びそれらの財源として借り入れる地方債の償還額（公債費）

が増加しています。投資的経費の厳選と計画的な実施等により、歳出総額全体

の抑制を図る必要があります。  

  

1,674,708 1,633,446 1,661,877 1,644,669 1,689,309 1,656,456

1,756,654 2,198,458 2,399,779 2,570,134
3,212,996

2,799,881
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827,434 
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935,2121,503,346 
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1,239,996 
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人件費 扶助費 公債費 物件費 補助費等 繰出金 積立金 普通建設事業費 その他

(千円)

9,820,702
10,184,443

10,518,435

14,830,785

12,281,602
11,604,196
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  ア  職員数と人件費  

    職員数（正職員）に応じて、職員人件費もおおむね変動するものですが、

令和２年度からは会計年度任用職員制度（従前の臨時職員）により、当該職

員分も人件費に合算されています。  

また、令和３年度、４年度においてはコロナワクチンの集団接種やコロナ

禍における経済支援給付金業務等の影響で、例年より費用が増加しています。 

    定年延長制度のほか、会計年度任用職員の最低賃金アップや勤勉手当の支

給など新たな費用支出も見込まれており、また、多様化する業務内容に対し、

行政サービスの質を低下させることなく対応していく必要があることから、

今後も人件費全体としての削減は難しい状況にあります。事業の集約と職員

の適正配置が課題となります。  

   

 ※職員人件費には事業費支弁人件費 (前ページでは普通建設事業費に含まれるもの )を含む  

 ※職員数は一般会計の正職員数  

    

H30 R1 R2 R3 R4

職員人件費 1,640,496 1,669,342 1,652,269 1,697,484 1,665,311

職員数 186 189 188 188 187

185

186

187

188

189

190

1,500,000

1,550,000

1,600,000

1,650,000

1,700,000

1,750,000
職員数と職員人件費(千円) (人)
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  イ  全国他自治体との比較  

    決算統計を基にした財政分析データから、令和３年度の扶助費の偏差値は

３３．２と、全国平均（＝偏差値５０）より極めて低いものです。これは、

本町の扶助費支出が町独自の上乗せ助成等により、他団体と比較して多大に

かかっていることを表しています。今後、人件費や建設事業に伴う元金償還、

物価高騰等による物件費等の上昇を想定すれば、町独自の給付事業の見直し

による歳出構造の改善は急務といえます。  

また、財政調整基金と減債基金（本町では町債管理基金）を合わせた残高

は、３年度末時点で４０億円ほどありますが、偏差値にすると５０．５であ

り、他団体との比較においては平均的な金額でしかありません。  

 

      
 

 
                 ※標財比＝標準財政規模 (11 ページ参照 )との比率  

地方公共団体金融機構『財政分析チャート  New Octagon』より  
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人件費

物件費

扶助費

繰出金

補助費等

元金償還

地方債残高

財調・減債基金残

高

令和3年度／2021年度

決算額

（千円）
標財比 偏差値

決算額

（千円）
標財比 偏差値

決算額

（千円）
標財比 偏差値

標準財政規模 6,851,001 7,237,192 7,570,470

人件費 1,554,294 0.23 58.4 1,548,997 0.21 64.7 1,620,957 0.21 63.2

物件費 1,651,070 0.24 55.6 1,774,623 0.25 54.1 1,763,393 0.23 54.2

扶助費 2,399,779 0.35 34.5 2,570,134 0.36 32.4 3,212,996 0.42 33.2

繰出金 1,087,076 0.16 52.8 1,129,807 0.16 51.2 1,078,206 0.14 51.5

補助費等 1,478,898 0.22 53.8 4,834,345 0.67 42.3 1,923,185 0.25 51.5

元金償還 761,154 0.11 58.4 805,862 0.11 58.5 874,083 0.12 57.4

地方債残高 6,268,366 0.91 62.8 6,398,775 0.88 62.6 6,655,843 0.88 61.7

財調・減債基金残高 4,313,143 0.63 52.9 3,721,366 0.51 50.6 3,971,573 0.52 50.5

令和元年度／2019年度 令和2年度／2020年度 令和3年度／2021年度
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ウ  公営企業会計等への基準外繰出金  

基準外繰出金とは、特別会計及び公営企業会計の財源不足補填など、総務

省から示された繰出基準によらない繰出金のことです。下水道事業について

は、令和元年度から地方公営企業法の規定を適用し、特別会計から公営企業

会計へと移行したことにより、これまでと算出方法等が異なっております。  

また、令和２年度からは水道事業への基準外繰出しは行っておりません。  

公営企業会計等は独立採算制が原則であり、受益者負担の公平性からも、

赤字補填的な繰出金は抑えていかなければなりません。  

  

   ※総務省繰出基準  

    地方公営企業における「独立採算の原則」の例外とされているもので、受

益者負担になじまず、一般行政として行うべきものを効率性や技術上の理由

から、企業業務とあわせて行う事務負担に関するルール。  

   例）消防のための消火栓に要する経費（上水道）  

雨水排水に要する経費（下水道）など  

  

86,430 89,085 

0 0 0 

119,015 

322,658 

370,407 370,622 
328,740 

42,652 

47,660 

53,986 33,095 
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公営企業会計等への基準外繰出金の推移

水道事業 下水道事業 農業集落排水事業

(千円)

380,007
403,717

424,393

459,403

248,097
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(3) 基金残高  

   公共施設の長寿命化事業に備えて、公共施設等総合管理基金へは前年度決算

の剰余金から令和３年度を除き、１億円ずつ積み増しています。  

生涯学習センター整備基金は、現在建設中の複合施設（ＯＲＩＧＡＭＩプラ

ザ）の財源として、令和５年度にて全額取崩しの予定です。  

   今後見込まれる物価高騰等に対しては財政調整基金により、公債費の増加に

は町債管理基金により、その財源を補填していくこととなるため、基金残高は

毎年度減少していく見込みです。  

 

 

主な「その他の積立基金」残高の推移       （単位：千円）  

 H25 
(10 年前 ) 

H30 R1 R2 R3 R4 

社会福祉基金  145,553 107,353 99,493 90,279 84,508 78,138 

町営住宅施設整備基金  92,855 82,030 67,198 61,170 74,103 85,005 

義務教育施設整備基金  139,269 68,355 68,800 68,854 62,602 57,825 

生涯学習センター整備基金  200,066 260,596 260,666 260,703 260,716 360,734 

公共施設等総合管理基金  ―  300,058 400,163 500,235 500,252 600,270 

841,271 

2,960,361 2,950,755 
2,458,515 2,615,100 2,615,244 

1,180,938 

1,361,763 1,262,388 

1,262,852 
1,356,473 1,206,802 

592,442 

818,392 897,494 

984,555 
987,526 1,188,655 
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基金(年度末)残高の推移

財政調整基金 町債管理基金 その他の積立基金

5,110,6375,140,516

4,705,922
4,959,099 5,010,701

2,614,651

(千円)



 10 

(4) 地方債残高  

   これまで臨時財政対策債を含め、新規の地方債借入額を元金償還額以下に抑

制してきたことから、平成１９年度をピーク（約９７億円）に地方債残高は年々

減少してきました。  

しかし、令和元年度以降、臨時財政対策債を発行したことなどで、新規借入

額が元金償還額を上回る決算が続いており、起債残高は前年度比増加に転じて

います。  

令和５年度以降も、複合施設新設や庁舎大規模改修など、地方債借入を必要

とする事業の増加により、起債残高が増加していく見込みです。  

 

 借入額と償還額の推移         （単位：千円）  

 H25 
(10 年前 ) 

H30 R1 R2 R3 R4 

新規借入額  371,600 208,400 846,900 936,271 1,222,350 571,500 

 うち臨時財政対策債  0 0 470,000 214,171 705,450 102,600 

元金償還額  803,980 780,786 761,154 805,862 852,662 923,022 

 

 

  

6,723,932

5,222,751 4,985,276 5,078,822 4,825,482
4,277,144

1,500,588

959,869 1,283,090 1,319,953 1,830,360

1,722,969

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

H25

(10年前)

H30 R1 R2 R3 R4

地方債(年度末)残高の推移

地方債（臨財債除く） 臨時財政対策債

(千円)

8,224,520

6,182,620 6,268,366 6,398,775
6,655,842

6,000,113
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(5) 財政指標  

  財政指標は、町税収入の多寡により大きく変動します。  

単年度の財政力指数が、「１．０」を超える（平成３０年度）と、普通交付税

が交付されず、臨時財政対策債も発行できません。実際に町税収入が増額とな

った年度（平成２９年度）とは時期が異なるため、前年度に積み増した財政調

整基金を取り崩して予算編成を行っています。  

経常収支比率は、臨時財政対策債の借入（前ページ参照）によって、９０％

を下回る指数となっていますが、実質公債費比率は上昇傾向にあることから、

財政運営上は、財政自由度が高い状況とはいえないものです。  

       財政指標の推移             (単位：％ ) 

 H25 H30 R1 R2 R3 R4 

標準財政規模  

(千円 ) 
6,886,921 9,310,222 6,851,001 7,237,192 7,570,470 7,371,448 

財政力指数  

(単年度 ) 
0.911 1.299 0.959 0.980 0.923 0.942 

財政力指数  

(3 か年平均 ) 
0.914 1.133 1.066 1.079 0.954 0.948 

実質公債費比率  8.4 4.2 5.7 5.9 6.3 7.7 

経常収支比率  90.0 87.2 80.5 88.9 79.9 83.5 

 ※標準財政規模  

  地方公共団体の標準的な状態で通常収入されると見込まれる経常的一般財源

の規模を示すもの。例）町税、地方譲与税、地方交付税など  

 ※実質公債費比率  

 公債費の大きさを財政規模に対する割合で表したもので、公債費が多額になり

財政を圧迫する団体に対して、地方債の発行を抑制するために設けられた指標。 

例 )１８％以上で、地方債の発行には県の許可が必要。  

 ※経常収支比率  

町税や地方交付税（臨時財政対策債を含む）など、毎年度決まって入ってくる

ような収入（経常的収入）が、人件費、扶助費、公債費といった支払う義務のあ

る経費や、公共施設の維持管理経費など毎年固定的に支出しなければならない経

費にどれだけ使われたかを示したもの。   
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４  今後の財政見通し  

令和４年度決算及び令和５年度決算見込みをベースとし、令和８年度までの収

支見通しを試算しました。物価高騰等によるもののほか、社会保障関連経費増加

が予測され、実質的な単年度収支では令和６年度以降も赤字が発生する見通しの

ため、財政調整基金等の基金を取り崩しながらの財政運営が見込まれます。  

          （単位：千円）  

 
令和４年度  

決算  

令和５年度  

見込み  

令和６年度  

見込み  

令和７年度  

見込み  

令和８年度  

見込み  

歳
入 

町税  6,377,600 6,204,441 6,192,300 6,178,000 6,179,900 

地方譲与税等  1,172,789 1,068,868 1,161,800 1,158,000 1,154,300 

地方交付税  440,818 370,715 365,000 360,000 360,000 

国・県支出金  2,946,928 3,473,180 2,587,052 2,608,744 2,511,584 

地方債  263,100 1,021,172 742,600 568,500 542,100 

うち臨財債  102,600 42,072 40,000 40,000 40,000 

その他  1,516,039 2,126,057 1,360,204 1,664,979 1,920,879 

う ち 財 政 調 整 基 金

繰入金  
0 302,203 701,476 1,022,928 588,869 

うち町債管理基金  

繰入金  150,000 150,000 150,000 150,000 730,288 

歳入合計  12,717,274 14,264,433 12,408,956 12,538,223 12,668,763 

歳
出 

義務的経費  5,343,461 5,458,390 5,438,486 5,474,036 5,532,510 

 人件費  1,608,368 1,699,532 1,731,388 1,736,096 1,737,983 

 扶助費  2,799,881 2,887,475 2,872,081 2,960,245 3,050,968 

 公債費  935,212 871,383 835,017 777,695 743,559 

物件費  1,832,678 2,189,185 2,217,979 2,257,825 2,304,647 

補助費等  2,109,210 2,395,917 1,646,478 1,707,586 1,703,157 

普通建設事業費  875,746 2,939,004 1,801,931 1,766,235 1,810,846 

その他  1,443,101 1,281,937 1,304,082 1,332,541 1,317,603 

うち特別会計等  

繰出金  1,158,930 1,191,165 1,222,172 1,253,863 1,237,152 

歳出合計  11,604,196 14,264,433 12,408,956 12,538,223 12,668,763 
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５  財政健全化に向けた取組み  

  人口減少及び原油価格高騰などの社会経済情勢を見据えた場合、歳入が大きく

増加することは見込めないとともに、物価高により基礎経費が上昇することが予

測されることからも、本町の人口規模や歳入規模に応じた歳出規模としていく必

要があります。  

今後の財政見通しでは、扶助費、人権費等の義務的経費の増加や庁舎改修等の

大規模事業に伴う財源を確保するため、各種基金を取り崩しての予算編成となり

ます。実質単年度収支の赤字が見込まれていることから、赤字解消に向け、次の

項目に重点的に取組むこととします。  

 

 

(1)  予算規模の圧縮  

 前年度当初予算額を原則超過しないように編成し、予算規模を１２０億円未

満に縮減します。編成にあたっては、財政調整基金及び町債管理基金の取崩し

を極力抑えるとともに、一般財源の額を前年度当初予算額の範囲内とすること

で、事務事業の見直しを推進し、予算規模の圧縮を図ります。  

 

見込額  
令和４年度  
(歳出決算額 ) 

令和５年度  
(決算見込額 ) 

令和６年度  令和７年度  令和８年度  

予算規模  116.0 億円  142.6 億円  124.1 億円  125.4 億円  126.7 億円  

基金取崩総額  2.0 億円  8.1 億円  8.8 億円  11.8 億円  14.4 億円  
 

予算規模  

目標額  
－  －  116 億円  118 億円  117 億円  
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(2)  地方債発行額の抑制  

地方債は発行した分、後年度には公債費として義務的な経費となるため、原

則として毎年の新規地方債発行額が元金償還額を超えないように、投資的経費

（普通建設事業費）については優先度を十分考慮し、計画的に実施します。  

 

見込額  
令和４年度  
( 決 算 額 ) 

令和５年度  令和６年度  令和７年度  令和８年度  

新規発行額  2.6 億円  10.2 億円  7.4 億円  5.7 億円  5.4 億円  

元金償還額  9.2 億円  8.5 億円  8.2 億円  7.6 億円  7.3 億円  

地方債残高  60.0 億円  61.7 億円  60.9 億円  59.0 億円  57.1 億円  

 

残高目標額  －  －    60.0 億円以下  

 

 

(3) 基金残高の確保  

基金繰入に極力頼らない予算編成とし、令和８年度末時点で財政調整基金は

７億円（標準財政規模の１０％）以上、町債管理基金は５億円（単年度公債費

の１／２）以上の確保を目指します。  

財政調整基金  令和４年度  
( 決 算 額 ) 

令和５年度  令和６年度  令和７年度  令 和 ８ 年 度 

残高見込額  26.2 億円  23.1 億円  16.1 億円  5.9 億円  0 円  

目標額  －  －    7.0 億円以上  

 

町債管理基金  令和４年度  
( 決 算 額 ) 

令和５年度  令和６年度  令和７年度  令 和 ８ 年 度 

残高見込額  12.1 億円  10.6 億円  9.1 億円  7.6 億円  0.3 億円  

目標額  －  －    5.0 億円以上  
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(4) 歳入の確保  

町税については、公平で適正な課税を行うとともに、収納率の向上、定住促

進や企業誘致等により税収の確保に努めます。  

町税以外では、公共施設の使用料等については、物価高騰等により基礎経費

も増加していることから、当該事業に係る経費の現状確認と必要経費の再算定

を行い、受益者負担の基本に立ち返って、料金改定を進めます。  

公営企業会計等における使用料についても同様に、受益者負担の公平性及び

一般会計からの基準外繰出しを抑制する（独立採算の原則）ために、料金設定

の積極的な見直しにより増収を図ります。  

また、公共施設の統合、廃止を検討し、町有財産の貸付を含めた利活用及び

売却を推進します。  

 

 

(5) 経常収支比率の抑制  

経常的事業（町単独）の新設及び拡充は、原則凍結とします。経常的事業の

新設等予算を計上するときは、事業を実施する課等において既存事業の廃止、

縮減によりその財源確保を行うこととします。  

また、すべての事務事業において、ＰＤＣＡの考え方をもって取組み、事業

の見直しまたは廃止を行う、時期や基準値などを明確化します。  

 

目標値  
令和４年度  
( 決 算 額 ) 

令和５年度  令和６年度  令和７年度  令和８年度  

経常収支比率  83.5％  85.0％以下  85.0％以下  85.0％以下  85.0％以下  

 

  

 


